
8 2026年（令和8年）４月1日 対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例

催し・講座
認知症カフェ（Ｄカフェ）

　認知症の方や家族、支援者などが気軽に集まり、
情報交換や交流を行う場です。
●オンライン開催　
日４月１５日、５月２０日、６月１７日、いずれも水曜日午
後１時 ～３時参加方法Ｚｏｏｍで ミ ー テ ィン グＩＤ

（７３１３０２６６９６４）・パスコード（ｄｃａｆｅ）を入力し、
入室（右記二次元コードで入室も可）／
サテライト会場での参加を希望する場
合は、事前にお問い合わせください。
●対面開催　参加者多数の場合、営業の都合上、参
加いただけないこともあります。また、飲食代は自
己負担です。
日①４月３日㈮、５月１１日㈪、６月８日㈪②４月２０日
㈪、５月２７日㈬、６月２６日㈮③４月８日㈬、５月１８日
㈪、６月１５日㈪④４月１３日㈪、５月２５日㈪、６月２２
日㈪⑤４月２２日㈬、５月２９日㈮、６月２９日㈪⑥４月
６日㈪、５月１３日㈬、６月１０日㈬／午前１０時～正午
場①スターバックスコーヒー町田パリオ店（森野１
－１５－１３）②スターバックスコーヒーぽっぽ町田店

（原町田４－１０－２０）③スターバックスコーヒー南
町田グランベリーパーク店（鶴間３－４－１）④スター
バックスコーヒー多摩境店（小山ヶ丘３－２−８）⑤ス
ターバックスコーヒー町田金森店（金森３－１－１０）
⑥スターバックスコーヒー鶴川店（能ヶ谷１－５－１）

◇
対認知症の方や家族、支援者等
問高齢者支援課☎☎７２４－２１４０

４月～６月の日曜朝市
　市内の認定農業者が作った町田産新鮮野菜等の

農産物を販売します。
日４月5日㈰、５月３日㈷、６月７日㈰、午前７時３０分
～８時１０分（売り切れ次第終了）場ウエルシア町田
境川店駐車場（木曽東２－１０－１）
問農業振興課☎☎７２４－２１６６

市民提案型事業 講座づくり★まちチャレ 
参加団体を募集します

　気の合う仲間やグループ・団体で、学んでみたい
テーマを講座として企画・運営してみませんか。身
近な課題を仲間と考え合うきっかけにぜひご活用
ください。
●まずは説明会にご参加ください　２０２５年度実
施団体の発表のほか、選考基準、スケジュールの説
明、質疑応答等を行います。なお、２０２５年度に講
座づくり★まちチャレで講座を実施した団体は申
し込みできません。
対市内在住の代表者を含む３人以上（市内在住、在
勤、在学の方が半数以上）の団体で学習講座の企画
・運営をしてみたい方日４月１２日㈰午前９時３０分
～正午場生涯学習センター申４月２日午前９時から
電話で同センター（☎☎７２８－００７１）へ。

５月のガイドウォークツアー
●お坊さんと行く！町田「幸福街道」ゼルビア応援
ハイキング　町田ＧＩＯＮスタジアムのふもとにあ
るお寺「幸山　華厳院」と薬師池公園の名前の由来
となったお寺「福王寺薬師堂」を結ぶ道、通称「幸福
街道」を住職のガイドのもと歩きます。昼食・ＦＣ町
田ゼルビアホームゲーム観戦（対横浜Ｆ・マリノス
の観戦チケット付き）もセットです。
日５月６日（振休）午前１１時～午後２時１５分ごろ／
集合は町田薬師池公園四季彩の杜西園、解散は町
田ＧＩＯＮスタジアム定２０人（申し込み順）費３０００

円（ガイド料・昼食代・体験料・保険料を含む）／申
し込み後は、２日前から取り消し料がかかります。
●恐竜時代の海底を往

ゆ

く　太古の昔の恐竜時代に
思いを馳

は

せながら、ガイドと共に悠久の歴史をた
どります。
日５月１４日㈭午前９時３０分～午後０時３０分ごろ／
集合は忠生公園、解散は野津田神社付近定２０人

（申し込み順）費１０００円（資料代・ガイド料・保険
料を含む）／申し込み後は、前日から取り消し料が
かかります。

◇
申まちだふらっと（右記二次元コード）
で申し込み。
問町田ツーリストギャラリー☎☎８５０－９３１１（受付
時間＝午前１０時〜午後７時）、町田市観光まちづく
り課☎☎７２４－２１２８

　後期高齢者医療制度の保険料は、病気やケガをした時の医療費などの支
払いに充てるため、医療費の自己負担を除いた医療給付費の約１割を保険
料、残りの約５割を公費、約４割を現役世代からの支援金で負担しています

（図１）。保険料は２年ごとに見直しがあり、令和８年度は改定の年度となりま
す。

【保険料の決め方】
　保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」で構成され、均等にご負
担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく

「所得割額」の合計となります（図２）。
※所得の低い方には、保険料の軽減を行っています（所得の申告が必要とな
る場合有り）。

【均等割額の軽減】
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額
等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています（表１）。

【所得割額の軽減（東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策）】
　被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに所得割額を
軽減しています（表２）。

【被扶養者だった方の軽減】
　後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険等（国
民健康保険・国民健康保険組合は除く）の被扶養者だった方の均等割額は、
加入から２年を経過する月まで５割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
　なお、低所得による均等割額の軽減（表１）に該当する場合は、軽減割合の
高い方が優先されます。

表１　均等割額の軽減の概要
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）
×１０万円 以下 ７割（※１）

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）
×１０万円＋３１万円×（被保険者の数）以下 ５割

４３万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）
×１０万円＋５７万円×（被保険者の数）以下 ２割

※１　令和８年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽
減割合が「７．２割」となります。
※　６５歳以上（令和８年１月１日時点）の方の公的年金所得に
ついては、その所得からさらに１５万円（高齢者特別控除額）を
差し引いた額で判定します。
※　世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減
を判定する対象となります。
※　世帯の判定は毎年度４月１日時点（年度の途中に東京都で
資格取得した方は資格取得時）で行います。
※　年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公
的年金等収入が６５歳未満の方は６０万円、６５歳以上の方は
１２５万円を超える」または「給与収入が５５万円を超える」被保
険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が２人以上の場合
に適用します。

表２　所得割額の軽減の概要
保険料計算のもととなる所得金額 軽減割合

１５万円以下 ５０％

２０万円以下 ２５％

一部
負担金

保険料
（約1割）

現役世代からの支援金
（約4割）

公費（約5割）
＜国：都：区市町村＝4：1：1＞

皆さんが医療機関等の窓口で支払った自己負担分

保険でまかなう医療給付費

医 療 費 の 総 額

皆さんに納めていただく保険料

図1　医療費の負担の内訳

令和８年度の後期高齢者医療保険料について
問�個別のご相談・個人情報を含む保険料の賦課について＝保険年金課☎☎７２４－２１４４、� �
後期高齢者医療制度について＝広域連合お問合せセンター☎☎０５７０－０８６－５１９（ＩＰ電話の方は☎☎０３－３２２２－４４９６）

※１　年間保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援給付金」を計算し、それぞれ１００円未満を切り捨てた後の合
計金額です。
※２　保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所
得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が２４００万円以下の場合は４３万円）を控除した額
です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

年間保険料額※１
上限額87万1000円 医療分 子ども・子育て支援金分＝ ＋

医療分
上限額８５万円

均等割額
被保険者１人当たり

５万３３００円

所得割額
保険料計算のもと
となる所得金額※２×９.８８％＝ ＋

子ども・子育て
支援金分

上限額２万１０００円

均等割額
被保険者１人当たり

１３００円

所得割額
保険料計算のもと
となる所得金額※２×０.２６％＝ ＋

図２　令和８・９年度の保険料率

【運動の重点】
●�通学路・生活道路におけるこどもを始めと
する歩行者の安全確保

●�「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
安全運転意識の向上

●�自転車・特定小型原動機付自転車の交通
ルールの理解・順守の徹底

●�二輪車の交通事故防止

問�市民生活安全課☎☎７２４－４００３、�
町田警察署☎☎７２２－０１１０、� �
南大沢警察署☎☎０４２－６５３－０１１０

期 間 ４月６日～１５日

春の全国交通安全運動春の全国交通安全運動
が始まりますが始まります


